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病原性の高い新型インフルエンザ診療
に求められる診療体制 

ー千葉県の新型インフルエンザ対策ー 

成田赤十字病院感染症科 

野口 博史 



国における発生段階 

未発生期 海外発生期 国内発生早期 国内感染期 小康期 

地域での発生状況は様々であり、 
・地域未発生期から地域発生早期 
・地域発生早期から地域感染期 

の移行は、都道府県を単位として
判断 

国内での
初の患者
の発生 

国内のいずれかの都道府県において
初めて患者の接触歴が疫学調査で追
えなくなった時点が目安 

患者の発生が
低い水準でとど
まる 

再燃期 

国
内
の
患
者

数 

体制整備 国内発生遅延 感染拡大抑制 被害の軽減   見直し・準備 

Ａ県 

Ｂ県 

Ｃ県 

Ｄ県 

海外での新型 

インフルエンザ
の発生 

時間 

地域（都道府県）における発生段階 

各都道府県での
初の患者の発生 

地域感染期 
（感染拡大～まん延～患者の減少） 

各都道府県において患者の接触歴が
疫学調査で追えなくなった時点が目安 

地域未発生期 地域発生早期 
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新型インフルエンザ発症数シミュレーション 

千葉県の試算（人口約600万人） 

    県人口の25%が罹患、致死率0.5%レベル 

    流行期間8週（ピークが4－5週目） 

入院2.5万人（ピーク時約5000人が同時期入院） 

   （入院率1.7%）  (うち小児は1000人？） 

千葉県の一般病床数(286病院）: 33,181床 

    単純計算で６分の１が必要となる 

  （致命率2%だと入院患者数は約３～４倍となる） 

入院患者の7.5％が人工呼吸器が必要となる 

  （合計 1875人、ピーク時360人が呼吸管理) 
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新型インフルエンザ地域医療委員会 

 メンバーは地区医師会、市町村、感染症指定医療

機関、病院、健康福祉センター(保健所)等で構成す

る。 

 概ね健康福祉センター(保健所)管内ごとに前段階

（未発生期)の段階で設置し、発熱外来の整備計画

や入院病床の確保など新型インフルエンザ発生に

備えた地域における医療体制の整備にあたる。 

 新型インフルエンザ発生後は、医療体制の調整及

び運用（発熱外来の設置、増設、医療スタッフの

配置、入院病床の稼働状況の把握）等にあたる。 
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患者発生状況と発熱外来設置医療機関 
患者発生状況 発熱外来の設置 

県 内 患 者 発 生

まで 

・国内発生が確認された時は、各健康福祉センター（保健所）管内

に1ヵ所程度設置する。 

（千葉県近県で患者が発生し、県内での「疑い例」や患者（要観察

例を含む）の発生が見込まれる地域においては、事前の計画の順位

に従い、数カ所程度設置する） 

県 内 患 者 発 生

し て か ら 入 院

勧 告 が 解 除 さ

れるまで 

・現地対策本部の下、新型インフルエンザ地域医療委員会が地域の

患者等の発生状況を踏まえて、順次増設する。 

・増設に当たっては、1人の医師が1日に診察できる患者数や住民の

利便性を考慮して決める。 

入 院 勧 告 措 置

解 除 後 （ パ ン

デミック期） 

・当初の想定を超えて患者が発生し、新たな発熱外来の設置が難し

い場合には、各発熱外来に従事する医師を増やす等により対応する。

減尐期 ・患者が減尐期に入ったときは、順次、発熱外来を閉鎖する。 
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新型インフルエンザの「疑い例」に対する 
発熱外来の業務 

患者発生状況 発熱外来の業務 

入院勧告が解

除されるまで 

・診療を行い、「疑い例」の症例定義に合致する患者に対し、入院勧

奨を行う。 

・入院勧奨に従わない「疑い例」等から検査用検体を採取する。 

・この段階でのタミフルの投薬は、入院医療機関において、新型イン

フルエンザ患者（要観察例を含む）と確定してから行うため、原則、

発熱外来では行わない。 

入院勧告が解

除された後 

・入院が必要か否かの判断を行う。 

・入院を必要としない患者は、タミフルの処方を行い自宅療養とする。

・この段階では、原則、行政検査用検体採取は行わない。 

（一部医療機関については、サーベイランスのための検体採取を別途

依頼する） 
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感染を危惧す
る患者 

一般医療機関 
受 診 

発熱相談センター 
（健康福祉センターに設置） 

症例定義から「疑い例（要
観察例）」に該当する者 

発熱外来 
（検体採取） 

感染症指定医療機関 
○ 入院  ○ 治療  ○ 検体採取 

【症例定義から「疑い例」には該当しない者】 
・発熱相談センターでは、一般医療機関への受診を勧奨 
・発熱外来では、適切な治療を行った後、自宅療養 
【判断に当たり検査が必要な場合】 
・発熱外来又は感染症指定医療機関で検体採取し健康福祉セ
ンターに連絡 

症例定義から「疑い例（要
観察例）」に該当する者 

受 診 

相 談 

連 絡 

（搬送） 

自家用車使用丌可 

（自家用車 
マスク着用） 

自家用車使用可 

健康福祉センター（保健所） 

連 絡 

県内で患者が発生するまでの間の医療提供体制 



2011/11/6 8 

（搬送） 

感染を危惧す
る患者 

（自家用車 
マスク着用） 

自家用車使用丌可 自家用車使用可 

発熱相談センター 
健康福祉センター、市町村、

県庁、県医師会等に設置 

症例定義から「疑い例（要
観察例）」に該当する者 

発熱外来 
（検体採取） 

感染症指定医療機関・入院協力医療機関 
○ 入院  ○ 治療  ○ 検体採取 

【症例定義から「疑い例」には該当しない者】 
・発熱相談センターでは、一般医療機関への受診を勧奨 
・発熱外来では、適切な治療を行った後、自宅療養 
【判断に当たり検査が必要な場合】 
・発熱外来又は感染症指定医療機関等で検体採取し健康福
祉センターに連絡 

受 診 
相 談 

一般医療機関 
受 診 

発熱患者については、発熱
外来への受診を指導 

健康福祉センター（保健所） 

連 絡 

県内で患者が発生した後の医療提供体制 
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（救急搬送） 

感染を危惧す
る患者 

（自家用車 
マスク着用） 

自家用車使用丌可 自家用車使用可 

発熱相談センター 
健康福祉センター、市町村、
県庁、県医師会等に設置 

発熱外来 
○ 入院必要者の選定 
（○ 検体採取） 

入院施設を持つ医療機関 
○ 入院  ○ 治療  （○ 検体採取） 

・重症者は入院施設を持つ医療機関へ入院 
・入院の必要のない患者は抗インフルエンザウイルス薬を
投不し、自宅療養 

受 診 
相 談 

一般医療機関 

受 診 

発熱患者については、発熱
外来への受診を指導 

受診紹介 

入院医療機関と調整 
（必要に応じて健康福祉センターが調整） 

入院勧告措置が解除されて以後の医療提供体制（パンデミック期） 
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発熱外来フローチャート 
受 付 

迅速検査（鼻汁） 陰 性 陽 性 

24時間以内の発熱 24時間以上の発熱 
入院基準1（以下のいずれか） 
1. 呼吸数：30/分以上 
   （乳幼児については別紙参照） 
2. 酸素飽和度：93％以下 
3. 意識状態： 時・人・場所・名前・ 
  生年月日が言えない。 

１～３点 ０点 入 院 

翌日再検 陰性確定 

入院基準2（以下のいずれか） 
1.  １歳未満 
2. 経口摂取丌能、脱水 
3. ５歳以下で小児科医・主治医の判断 
4. 抗ウイルス剤服用後５日以上の発熱 

主治医判断 
（インフル疑い＋入院基準1を
満たす）    

※血圧は一律には行わず、一般状態の悪い人を対象とする 

 収縮期90ｍｍＨｇ以下は入院 

※基礎疾患（別紙参照）は本チャートでの対応から外した。 

 入院基準を満たさない基礎疾患を有する患者は原則主治医

の所属する病院に入院。 

※（65～）７０歳以上の年長者は原則かかりつけ医が電話・        

往診などでフォローし、入院基準を満たせば入院 
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患者発生状況と入院医療機関 

患者発生状況 入院患者を受け入れる医療機関 

患者発生初期 感染症指定医療機関（特定、第一種、第二種感染症

病床） 

入院患者が増加した時 

（患者増加に伴い右表

の順で受け入れ医療

機関を拡充する） 

上記病床に加え、 

①結核モデル病床、感染症指定医療機関の一般病床 

②入院協力医療機関の感染拡大防止策を講じた一般

病床 

入院勧告措置解除後 

（パンデミック期） 

上記病床に加え、公的医療機関等を中心とした入院

施設を持つ全ての医療機関で、感染防止対策を講じ

たうえで重症患者の治療が可能な一般病床等 
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特殊患者グループへの課題 

産婦人科・新生児医療 

妊婦感染は重症化し、胎児感染した新生児・未熟児の受

入れは難しい 

小児医療 

小児は発症率が高く重症化しやすい、千葉県の小児科病

床数は800床でピーク時必要1000床に満たない 

透析センター通院患者（千葉県内10000人） 

流行期間中も治療を中断できず、発病者にも対応する必要

がある 

精神科病院（入院患者） 

重症化した場合一般病棟での管理が難しい 


